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７．道路特定事業計画の推進にあたって 

「道路特定事業」を推進するため、道路管理者として取り組む内容について

以下に示します。 

・ ホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みに

ついて情報提供を行います。

・ 道路の有効幅員を狭める不法占用物件の解消や、通行の妨げとなる放置

自転車等を防止するために指導、撤去を行うとともに自転車駐車場の利

用を呼びかけます。

全ての人が安全で快適に移動できる歩行空間ネットワークを形成するために

は、交通管理者、鉄道事業者、道路占用企業者、沿道住民等の関係者の協力が

必要です。皆様のご協力をお願いします。 




